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背　景

近年、自然エネルギーは、単に環境負荷が少ない石

油代替エネルギーとしてだけでなく、新しい産業の育

成や地域活性化、エネルギー・セキュリティの向上な

ど、様々な社会的効果を持つものとしてますますその

利用拡大の必要性が増してきている。そうした中で、

特に風力発電の伸びは目覚しく、1990年代を通して最

も成長したエネルギー源である。

このような中で注目すべきは、デンマークにおける

風力発電の事例である。デンマークは、1970年代にお

ける国民的な反原発運動を経て、1980年代に住民によ

る風力発電の自主的な設置が始まり、世界に先駆けて

風力発電の普及が進んできた国である。2003年末現在

も累積導入量世界4位（311万kW）、国民1人当たり

の導入量世界第1位と風力発電の普及にもっとも成功

した国のひとつである。日本をはじめとするその他の

国々では地域外の資本（事業主体）による開発が主流

であるのに対し、デンマークでは地域住民によって導

入された風車の割合が85％とその導入形態に特徴があ

り、住民参加型の自然エネルギーの導入が成功した事

例として位置づけられる（表1）＊2。

自然エネルギーを誰の手に？
――デンマークにおける住民参加型風力発電プロジェクト
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＊2 2003年末現在日本では69万kWが導入されており、うち
市民所有によるものは約4000kW（3基分）である。筆者自

身、1998年の大学入学時点から「市民による」自然エネルギ
ーの導入に強い社会的意義を感じ、運動に携わってきた（当
初は太陽光発電）。また、大学院時代から現在に至るまでは
この「市民風車」普及の活動（環境エネルギー政策研究所が
設立した「自然エネルギー市民ファンド」http: / /www.
greenfund.jpを通じた活動）に携わっており、こうした中で
市民が事業主体となる自然エネルギー事業に強い意義を感じ
る一方で、実施面での様々な困難を目の当たりにしてきた。
これが本研究に取り組むことになった個人的背景である。

容量(万kW) 割合（%）

個人 138.4 59％

協同組合 56.8 24％

電力会社 35.5 15％

その他 2.7 1％

表1 デンマークにおける所有者別風力発電導入量
（2000年）

［出典］Danish Energy Authority（2002）より筆者作成
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調査目的と研究課題

今後さらに風力発電普及が進んでいこうとする中、

「自然エネルギー＝善」として「量的」拡大のみを追

求する姿勢から、導入地域との調和や住民参加等、社

会と調和のとれた導入のプロセス等の「質的」側面を

検討することの重要性はますます高まってきている。

そうした意味で、「住民参加型」の導入形態が特徴的

なデンマークの風力発電の事例は、より社会的に望ま

しい自然エネルギー普及方策に対する実践的示唆を与

えてくれるものと考えられる。

よって、民主的な自然エネルギーの普及がたち遅れ

ている日本に対する示唆を得ることを目的に、本調査

では、デンマークの住民所有型風力発電事業を対象と

して風力発電の住民所有がいかにして実現され、それ

が地域社会にどのような影響をもたらしてきたのかを

明らかにすることを目指した。

なお、第一点目のデンマークの風力発電事業におけ

る住民所有の割合が高い理由（政策的側面）について

は、すでに多くの既存文献において言及されている＊3。

本調査においては、住民所有型風力発電の個別プロジ

ェクトの成立過程を明らかにすることに焦点を絞った。

調査方法

2003年7月から9月までの2ヶ月間、デンマークにお

いてフィールドワークによる関係者へのインタビュー

調査を行った＊4。主に、自然エネルギーによって100％

のエネルギー供給を目指すプロジェクト（自然エネル

ギー・アイランド・プロジェクト）を実施中のサムソ

（Samsoe）島、エーロ（Aeroe）島におけるプロジェ

クトについて調査した（図1）。また、地域的個別プロ

ジェクトの調査の裏付けと補完のために、デンマーク

国内で自然エネルギー政策やプロジェクトの実施にか

かわっている政府関係者、NGO関係者等に対してもオ

ーフス、オルボー、コペンハーゲン等各都市において

インタビュー調査を実施した。

調査結果

今回の調査研究を通じて明らかになったことは、

2点である。第一に、住民による風力発電事業の実施

と所有が可能になったメカニズム、第二に住民所有型

の風力発電事業が地域社会に与えた影響である。

1. どうして住民の参加が可能となったのか？

デンマークで風力発電の住民所有が促進された理由

は、既存研究で言及されているような風車の住民所有

を促す政府の優遇策だけでなく、プロジェクトが実施

される地域に根ざした民間による自発的な仕組みが構

築されていることにより実現可能となっていることが

明らかとなった。

「仕組み」とは、第一に住民によるプロジェクトの

組成・事業化を可能とするためのもの、第二に、その

事業に広範な住民の財政的参加を実質的に担保するた

めのものである。前者については、政府の優遇政策に

よって風力発電事業そのものが安定した収益の見込め

る事業として確立されているという前提条件が大きな

要素であることはもちろんである＊5。さらに、風力発

電事業企画専門会社や自然エネルギー推進NGO等の

専門家が住民を側面的に支援することによって、住民

による風力発電事業の企画運営を可能とする体制を生

み出していることがわかった。また、後者については、

＊3 デンマーク政府は、1970年代末から風力発電の投資に対す
る住民の税制優遇と外部資本からの投資に対する規制（投資
家の居住基準と電力消費基準）を実施してきており、こうし
た政府による風車の住民所有優遇策が住民所有を促進してき
たという説明である（Tranæs 2003、Krohn 1998、和田
2000・2002、飯田2000等多数）。ただし、これらの規制は
2000年4月に撤廃され、現在では誰もが投資可能となってい
る。また、デンマークにおける風力発電推進政策そのものも、

1999年の「電力改正合意」、2001年の政権交代などを経て
より消極的な方向に転換されてしまった。ただし、本論では、
政策転換前の1980年代から90年代までの風力発電の普及拡
大期において実施されたデンマークの事例を取り扱っている。

＊4 インタビュー先は末尾のリストを参照。
＊5 Aeroe（エーロ）の事例では、出資額に対し利回りが年率
14％程度と高く、経済的インセンティブも住民参加の一つの
大きな要素となっている。

図1 デンマークにおける主要な調査地
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事業主体による住民への広範な情報提供による住民理

解の促進と住民からの資金面での参加を実質的に担保

するための金融機関との特別協定等＊7を事業者努力で

整備することによって、住民の知的・経済的参加障壁

を除去し、住民の事業への参加機会を実質的に担保し

ていた。

以上のように、プロジェクト実施地域内外における

制度が組み合わされ、住民による風力発電事業の量的

拡大を可能にしたと考えられる。

2. 地域社会への社会的影響はどのようなものか？

住民所有型の風力発電事業は従来型の外部資本によ

る風力発電事業と比較した場合の地域社会にもたらす

社会的影響は表2の通りであった。

顕著な影響は、風力発電事業による住民への経済的

機会の提供とそれによる事業への住民の合意形成促進

である。通常の外部資本による風力発電開発事業は、

風車立地による地域の景観破壊などの不利益だけを被

り、事業収益は外部の風力発電事業者へ移出するとい

う不公平な構図となり、これは住民の合意形成を難し

くし、風力発電事業そのものの実現可能性を低める＊8。

一方、デンマークで普及している風車事業は、地域住

民は風車立地に付随する不利益だけでなく、出資者と

して事業収益の配当を得ることができる。こうしたこ

とで風力発電事業に対する賛成者が多数派となり、結

果として風力発電事業を円滑に進めることに寄与した

と考えられる。

しかしながら、近年風車の巨大化が進むに従って導

入地域の景観へ与える影響も大きくなり、「景観破壊」

をめぐる推進派と反対派住民間の対立はより顕在化し

てきている。さらに、一般的な「自然景観保護」の立

場から地域外にも反対者を生み出すこともあり＊9、導

入地域の住民の賛同を得るだけでは、合意形成の面か

ら見れば不十分となってきている。本調査では「誰が

所有者であるか」という事業形態に焦点を当てそれに

よる影響を明らかにしようと試みたが、景観破壊の問

題についてはむしろ導入する風車のサイズや数、配置

の仕方など景観と調和的だと多くの人によって支持さ

れるような導入計画を事業に直接参加しない関係者を

含めた透明で公正な手続きよって策定することが、重

要であると考えられる。

まとめと考察

以上より明らかになったことをまとめると、第一に、

自然エネルギー事業への住民参加は自動的にもたらさ

れるものではなく、自然エネルギー事業への住民参加

を促進するためには相応の制度的措置が必要であると

いうことである。デンマークにおける風力発電の住民

所有は、国・政府と地域・民間レベルで構築された制

度枠組みの上ではじめて可能とされていたのだった。

第2に、自然エネルギー（本調査における風力発電）

事業が地域社会に与える影響は、一律ではなく、導入

形態やプロセスによって異なってくるという点である。

つまり、デンマークの「住民所有型」風力発電事業は、

「住民所有型」であることによって、外部資本による

風力発電事業よりも、住民参加、地域への利益還元、

地域内における社会的紐帯や合意形成などの観点から

みればより肯定的影響を与えていた。一方で、「景観

破壊」を巡る論争に関しては、「住民所有型」である

か否かよりも、むしろその導入の手続き（プロセス）

の適正性が問われることになっていたということである。

＊6 ただし、この対立は「住民所有」風車固有のものではなく、
一般的な風車導入に伴う影響として考えられる。

＊7 銀行、風力発電事業主体、出資者（住民）の3者による協
定によって、住民は無担保の融資（上限有り）を銀行からう
け、風車に投資することが出来る。銀行への返済は、毎年事
業主体から住民へ実施される事業収益の配当金によってまか
なわれる。

＊8 実際イギリスでは、住民の反対が原因で多数の計画された
風力発電事業の着工が頓挫した（Toke 2002）。

＊9 Aeroeの80年代の風車は、デンマーク自然保護協会からの
強力な反対にあった。また。2002年のプロジェクトにおいて
は、環境大臣が「Aeroeに100mの風車の建設は景観上適切
ではない」という発言をしている。

肯定的影響 ・風力発電事業に対する肯定的な地域の合意形成
・地域住民への経済的機会の提供
・社会関係資本（地域の人々の繋がり）の深化
・住民の自信と満足感（当事者意識）

否定的影響 ・景観破壊をめぐる価値観の対立（地域内外での
反対運動）＊6

表2 デンマークにおける住民所有風車の地域社会への影響

［出典］筆者作成
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提　言

以上を踏まえて、自然エネルギーの普及方策を考え

る際留意すべき項目として提案したいのは、第1に、

自然エネルギー促進制度を決定する際、地域住民を含

む小規模な事業者が、自然エネルギー事業に参入でき

る機会を確保できるかどうかという観点を評価基準に

入れることである。日本では、2003年4月より「費用

効率性」を理由に「電気事業者による新エネルギー等

の利用に関する特別措置法」＊10が導入・施行されてい

る。しかしながら、市民参加や導入地域への利益還元

の配慮などを優先して評価した場合、小規模事業者が

参入しやすい条件を作り出す固定価格買取制＊11の導

入が望ましい。

第2に、風力発電事業の明確な導入基準と導入計画

のオープンな策定プロセスを制定することである。結

論でも述べたように、事業による利益が誰に還元され

るか（誰による事業であるか）だけが社会的に望まし

い自然エネルギーの普及を実現する要因ではなく、

様々な価値観をもつ利害関係者が極力合意に近づける

ような計画策定プロセスが必要である。デンマークで

は、風力発電導入の明確な許認可基準を設定した上で、

オープンで民主的なプロセスを確保するための手続き

が、法律（国土計画法）で規定されている。景観破壊

を巡る議論は、個人の選好もからむので完全合意に達

することは難しいかもしれないが、手続きの適正性を

担保することによって、高次元での妥協点を見出す可

能性は高まるものと考えられる。

最後に

本稿は、自然エネルギー普及拡大が声高に叫ばれ

「普及拡大にはどうしたらいいのか」を巡る実践的政

策論からは一歩距離を置いて、デンマークにおける特

徴的な風力発電の導入形態に着目し、住民所有の風力

発電事業のプロセス（事業展開過程）と社会的影響を

明らかにすることで、地域社会と調和した形での「自

然エネルギー」の導入方策を導くことを目指して議論

してきた。

もちろん自然エネルギーは、気候変動問題を解決し、

発展途上国における数十億の人々へエネルギーアクセ

スを提供し、持続可能な社会と共存しうる唯一のエネ

ルギー源であり、その爆発的普及は世界的課題である。

一方で、自然エネルギー利用の進む社会が人間にとっ

てどのようなであるかは、自然エネルギーが「どのよ

うに」導入され、さらに、「何のために」導入される

のかに依存する別個の問題となるであろう。

最後に筆者が提案したいのは、エネルギーを単に

「エネルギー供給源」としてだけ評価するのではなく、

エネルギーを経済産業振興や、環境問題解決、地域

活性化などの手段としてその社会性を多面的に評価

し、選択・利用する（＝Social Welfare Energy

Planning＊12）という考え方である。そもそも、エネル

ギーは手段であって目的ではない。風力と原子力のど

ちらが良いか、とか、どのようにすれば拡大・普及す

るかという問いの立て方は、エネルギーを作る目的が

設定されていないとあまり意味がないということで

ある。

このような考えに基づき、筆者は自然エネルギーを

単に「環境負荷の少ないエネルギー供給手段」として

だけでなく、市民の手で活用可能な「問題解決の道具」

として普及させていきたいと考えている。そのひとつ

の形態がデンマークの風力発電事業に代表される住民

による自然エネルギーの利用であり、これは既存の持

続不可能な大企業主導による資源利用開発とは対照的

な影響を社会にもたらしていたのであった。

こうした市民の手による民主的な自然エネルギー利

用を日本で推し進めていけるよう、今回の研究で得ら

れた課題も踏まえて今後とも研究・実践の両面から鋭

意まい進していく所存である。そして、こうした決意

を新たにさせてくれたデンマーク調査の機会を与えて

下さった高木基金の皆様には改めて心から感謝申し上

げたい。
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